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大規模改修工事を含むＲ７総合体育館関連工事が終了しました
　７月から実施していました総合体育館大規模改修工事等が終了しました。
　昨年実施した外部改修工事（屋根の改修や防水改修、外壁改修等）、アリーナLED化工事に続き、今年
度は内部改修工事（フローリングの張替、防球ネットの張替、ランニングデッキ床の張替等）と機械等設
備改修工事（給湯暖房ボイラーの更新・温水パネルヒーター、床暖房設備等）、その他関連修繕を実施し
ました。
　施設利用者の皆さんには、工事期間中、何かとご不便をおかけしましたが、今回の改修工事により、ス
ポーツ活動の拠点である総合体育館がリニューアルされましたので、町民皆さんの沢山のご利用をお待ち
しております。

　工事終了に伴い、利用方法の一部が変更となります。ご協力をよろしくお願いします。
①シャワー入浴について
　・更衣室内シャワーは、通年でお湯の使用が可能となります。引き続き、シャンプー、石鹸等は利
　　用できませんのでご了承ください。また、冬場の利用時は体調管理にご注意ください。
②更衣室ロッカーの鍵の貸し出しについて
　・更衣室ロッカーの鍵の貸し出しを始めます。利用を希望される場合は、窓口へお声がけください。
③靴箱付近の床のモップ掛けについて
　・フローリングの改修工事により床が綺麗になりました。少しでも長く綺麗に保つため、雨や雪な
　　どで床が汚れてしまった場合は、モップ掛けにご協力ください。モップは靴箱横に設置しています。
④モルックコーナーの再設置について
　・アリーナステージ上のモルックコーナーを再開しました。お気軽にご利用ください。

改修後の写真

運用変更のお知らせ

【ストレッチルーム】 【玄関・ロビー】 【シャワールーム・給湯煖房ボイラー】

▼お問い合わせは、教育委員会社会教育スポーツ課社会教育・スポーツ振興係（０１３７２－７－３１
　２４）へ。

大規模改修工事終了に伴い、避難所として使用可能になりました

▼お問い合わせは、役場総務・防災課防災・デジタル推進室（０１３７２－７－２１１１）へ。

　総合体育館大規模改修に伴い、７月23日から20～28区町内会の『火山噴火における第一次避難場
所』を一時的に変更していましたが、改修工事および施設整備が12月19日に終了しましたので、12月
20日からはこれまでどおり総合体育館を第一次避難場所としています。


